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はじめに

　本年の「税制改正に関する提言」の特徴は「ポストコロナ」を前提にしたこ

とです。来年度には感染が収束に向かうと見込まれているし、すでに企業収

益や税収もコロナ前の水準をほぼ回復したからです。

　では、ポストコロナで最大の課題は何でしょうか。真っ先に指摘せねばな

らないのは莫大なコロナ対策費の財源を賄った国債という名の借金をどう返

済するかです。先進各国は返済計画の大枠を示しており、我が国だけがその

議論を避けることは許されません。そこで本提言は東日本大震災の復興計画

などを参考に具体的方策を早急に示すよう求めました。

　コロナ禍が国際経済の枠組みに大きな影響を与えたことにも言及しました。

米国主導で合意した法人税の国際的最低税率の設定がそれです。コロナ財源

確保を目的とする税率引き上げに向けた環境づくりが直接的動機だったとさ

れるからです。しかし、この合意は長年続いた国際的法人税率引き下げ競争

に歯止めをかける意味で画期的なことと言えるでしょう。

　コロナ禍はまた、急性期医療など医療提供体制の脆弱さを表面化させたと

も指摘、この背景には医療制度全体の矛盾があるとし、抜本的改革の必要性

に言及しました。その一環として来年度が改定年となる診療報酬本体の配分

見直しを求めたのも本提言の特徴です。

　国際ルールを無視して軍事、経済両面での拡張主義が目立つ中国に対し、

米国主導の戦略が主要先進国で共有されてきたのも顕著な潮流変化であると

の認識も示しました。本年の「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針

２０２１）が「経済安全保障」という概念を打ち出したのはその証左であり、

企業もこうしたパラダイム変化を認識するよう促しました。

　本提言はまた今後の成長について、デジタル化や脱炭素化への対応が喫緊

の課題であると指摘すると同時に、政府・自治体によるコロナ対策の実行面

の杜撰さに批判を加えています。そして中小企業が立ち行かなくなるような

事態になれば、我が国経済が土台から崩れかねないとの強い危機感を示し、

真に実効性ある対策を求めた次第です。

◇　　　　　　　　◇

　本解説は、税制委員会の議論を踏まえて策定された提言の背景などを、

各会の役員・税制委員はじめ多くの方々に理解していただくよう、税制顧

問の岩崎慶市がポイントを絞って執筆したものです。



Ⅰ． 税・財政改革のあり方

　最重要課題となったコロナ対策財源の返済

　我が国の税財政改革はコロナ禍によって一時棚上げとなってい

ましたが、 来年度を展望するとワクチン接種や治療薬開発などで

感染拡大は収束に向かうと見込まれています。 そこでコロナ対策

財源として発行された７０兆円を大きく上回る国債という名の借

金をどう返済するかが最重要課題となってきました。

　周知のように新型コロナウイルスは世界的なパンデミック （大

流行） を発生させ、 先進各国も膨大な対策財源を国債発行で賄い

財政を急速に悪化させました。 このため、 主要先進国はすでにそ

の償還、 つまり借金返済計画の大枠を発表しています。

　例えば、 米国のバイデン政権はトランプ政権が２１％まで引き

下げた連邦法人税の引き上げとキャピタルゲイン課税の一部増税

などを表明しているし、 英国も１９％まで引き下げた法人税率を

原則２５％に引き上げる計画です。 ドイツも２０年間での返済計

画を明らかにしています。

　参考になる東日本大震災の復興計画

　我が国はといえば、 これまでその議論さえありませんでした。

しかし、 指摘したように来年度には感染収束が見込まれていま

す。 すでに全体の企業収益も税収もほぼコロナ前の水準に戻りつ

つあります。 従って我が国だけがこの問題から目をそらすことは

許されないでしょう。

　そこで、 本提言は政府保有株の売却や法人税、 所得税、 住民税

に上乗せ税率を課したいわゆる復興税などを財源とする長期にわ

たる東日本大震災復興計画 （資料Ⅰ参照） を参考にするよう提案

しました。 会計の方法についても、 この復興計画と同様に一般会

計と区分した特別会計とし、 歳出入を明確にしておく必要性を指

摘しました。

　もちろん、 必要な財源規模は東日本大震災の数倍に上るため、

返済期間や財源調達方法も同じというわけにはいかず、 さらなる

工夫が必要でしょう。 しかし、 コロナ禍は震災と同様に降ってわ

─ 1─



いた天災のようなものなので、 国民が連帯して負担するのが適当

ではないかと判断したわけです。

　コロナ禍問題解決に道筋つけ本来の税財政改革を

　そもそも我が国財政は 「中福祉・低負担」 という給付と負担の

不均衡 （資料Ⅱ参照） を主因に先進国の中で突出して悪化してい

ま し た。 そ れ は 通 称 「ワ ニ の 口」 と 呼 ば れ る グ ラ フ （資 料 Ⅲ 参

照） をご覧いただければ一目瞭然です。 そこにコロナ対策の歳出

が加わったわけで、 一時的ではありますが、 あごが外れてしまっ

たのです。 そして国と地方を合わせた長期債務残高は国内総生産

（ＧＤＰ）比で２倍以上の約１,２００兆円に膨らんでしまいまし

た。

　しかも、 我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進

み、 かつ人口減少という極めて深刻な構造問題を抱えています。

コロナ禍問題の解決は難題ですが、 早くそれに道筋をつけ 「中福

祉・中負担」 を目指す本来の税財政改革に取り組まなければなり

ません。 それなしに持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化

は実現できないのです。

　財政規律の回復には野放図な政策の検証が必要

　では、 ポストコロナの財政健全化から検討してみましょう。 コ

ロナ対策には思い切った財政措置が必要でしたが、 三次にわたる

昨年度補正予算ではあまりに野放図で杜撰な対策が相次ぎまし

た。 代表例が一人１０万円の特別定額給付金です。 その大半が政

策目的である消費に回らず貯蓄に充てられたわけですが、 そうな

るのはリーマン・ショック時の給付金の失敗をみればわかってい

たはずです。

　コロナ対策と名が付けば何にでも予算をつけたうえ、 １０兆円

に上る予備費まで計上したことは目を疑うような異常さでした。

その挙句、 ３０兆円もの昨年度予算の繰越額、 つまり使い残しが

発生したのです。 こうしたことから、 本提言はまず、 失われた財

政規律の回復を促しました。 そのためには今回のコロナ対策の厳

正な検証が必要であることも指摘しています。
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２０２５年度のＰＢ黒字化は不可能なのか

　来年度予算については、 概算要求基準 （シーリング） の復活な

ど予算編成工程がほぼ平時に戻ったことを説明しました。 そのう

えで 「骨太の方針２０２１」 が、 昨年に姿を消した２０２５年度

の基礎的財政収支 （プライマリーバランス＝ＰＢ） 黒字化目標を

復活させたことに一定の評価を与えています。

　この黒字化目標については、 コロナ禍の打撃により達成するの

は不可能との見方が支配的です。 一部には黒字化目標の看板自体

を降ろすよう求める意見もあります。 本年７月に更新された内閣

府の 「中長期の経済財政に関する試算」（資料Ⅳ参照） も、 高い

成長率を前提としたケースで２０２５年度は依然として２． ９兆

円、 ＧＤＰ比で０． ５％の赤字が残るとしています。

　政府が改革に本気で取り組めば黒字化は可能

　本提言はこうした意見や見方に反論しています。 ＰＢは国債に

かかわる収支を除いた単年度収支です。 従ってコロナ対策で発行

した膨大な国債は除いて計算されます。 コロナ禍の影響は歳出と

歳入に現れますが、 すでに歳入面では昨年度税収がコロナ前の水

準をほぼ回復しています。 歳出面では相応のコロナ対策費が必要

になりますが、 それも来年度くらいまででしょう。

　内閣府試算にしても、 目標達成を不可能とする根拠にはなりま

せん。 なぜなら、 この試算は新たな税財政改革を想定したもので

はないからです。 つまり、 本提言が求めたように政府が歳出・歳

入一体改革に本気で取り組めば、 目標達成は不可能ではないとい

うことです。

　歳出・歳入一体改革は 「骨太２００６」 を念頭に

　歳出・歳入一体改革については、 これまでも再三にわたって提

言してきました。 その手法は成長率見込みなどの経済前提を置

き、 まず目標年度までの黒字化に必要な対応額を算定、 歳出削減

でどこまでカバーできるかを算出し、 残りの額は消費税を中心と

した増税で賄うというものです。
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　小泉政権末期の 「骨太の方針２００６」 を念頭に置いたもの

で、 歳出削減では社会保障や公共事業など歳出分野ごとに具体的

な削減額を示す工程表を策定するのです。 そうすれば、 国民の目

からも改革の進行具合をチェックでき、 厳しく財政規律が働くこ

とになるからです。

　こうした手法で改革が実施されていたなら、 ＰＢ黒字化はすで

に達成されていてしかるべきでした。 それが消費税率の引き上げ

先送りなどを理由に何度も先延ばしされてきたのです。 ２０２５

年度は団塊の世代がすべて７５歳以上の後期高齢者となり、 これ

まで以上に社会保障給付が増大する節目の年です。 この意味を政

治も国民も深く認識せねばなりません。

　少子高齢化と人口減社会下で進む社会保障給付急増

　我が国は指摘したように、超高齢化と少子化が先進国の中で最速

のスピードで進み、かつ人口が減少するという深刻な構造問題を抱

えています。「２０２５年問題」は節目ではありますが、その後を

展望するとより深刻度が増していきます。

　資料Ⅴをご覧ください。団塊ジュニアが年金受給年齢に達するな

ど高齢者人口がピークを迎える２０４０年には、社会保障給付が本

年度の約１３０兆円から１９０兆円へと大幅に膨張する見込みで

あり、とりわけ、医療と介護の急増が目立ちます。この問題に少子

高齢化と人口減社会という厳しい状況下で対応しなければならな

いのです。

　社会保障給付は公費 （税金） と社会保険料で構成されています

（資料Ⅵ参照）。国の一般会計歳出でみれば、社会保障関係費は３

分の１以上を占めています。つまり、財政のあり方を左右する密接

不可分の関係にあるわけで、「給付」 を 「重点化・効率化」 で抑

制する一方、 適正な「負担」を確保しなければ、持続可能な社会

保障制度の構築も財政健全化も達成できないのです。

　医療制度の矛盾の一因に不公平な診療報酬の配分

　指摘したように、今後の焦点は医療と介護分野となりますが、今

般のコロナ禍で注目を集めた医療分野について検討してみましょ
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う。来年度はちょうど２年に１度の診療報酬本体（医師の人件費等）

の改定年にあたるため、本提言は報酬全体を抑制したうえで配分の

見直しを求めました。なぜかというと、これがコロナ禍で浮き彫り

になった我が国医療制度の矛盾の一因といわれるからです。

　人口当たりのベッド数は先進国でトップクラス、かつ医師の数も

見劣りしないのに、なぜ医療提供体制が逼迫したのか。これが最大

の矛盾であり、その原因は急性期医療の脆弱さにあったことが明白

になりました。

　不足する急性期医療の勤務医に重点配分を

　なぜ脆弱なのかというと、病院で急性期医療にあたる勤務医が不

足しており、とくに感染症に対応する専門医は少ないからです。そ

の背景には都市と地方、病院と診療所、さらに診療科間に医師の偏

在があります。勤務医の仕事は激務です。にもかかわらず、年収は

開業医の半分程度だといわれています。これではなり手が少ないの

も頷けます。

　今回のコロナ禍ではその治療にあたった病院（医師）には診療報

酬の加算措置がとられましたが、本提言はこうした一時的な対応で

はなく、高度な専門医も開業医も診療報酬の点数が同じという護送

船団的な配分の構造を見直すよう求めたのです。周知のように、診

療報酬は税金と保険料で賄われており、不公平であってはならない

からです。当然ながら、その審議機関である中央社会保険医療協議

会（中医協）には真に公平な判断が必要です。

　ドイツの “人的規制” を参考に抜本改革を

　さらに言えば、本提言では盛り込んでいませんが、今回のコロナ

禍以前の提言解説で言及した自由開業制や出来高払い制などに対

する改革を議論する契機とすべきでしょう（資料Ⅶ参照）。ドイツ

では医師が偏在しないよう地域や診療科ごとに定員を設けてお

り、他の主要先進国も何らかの医師偏在を防ぐ制度を設けています。

いわゆる“人的規制”ですが、我が国でも参考になるでしょう。繰

り返しますが、診療報酬の原資は保険料と税金なのです。それを考

えれば一定の規制は容認してしかるべきではないでしょうか。
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　 ま た、 コ ロ ナ 禍 は 「自 助」「公 助」「共 助」 と い う 社 会 保 障 の

基本を考える上で、 またとない機会でもあります。 それぞれの役

割と範囲は時代と社会の変容に合わせて見直す必要があるので

す。 その際には平等より公平性を中心理念とすべきで、 年金、 医

療、 介護の制度設計にあたっては、 たとえ高齢者であっても負担

能力に応じた負担を原則にすべきでしょう。

　デジタル庁には行革の視点でチェックを

　今回のコロナ禍では国、 自治体共に行政能力の脆弱さと意思疎

通の欠落、 さらにデジタル化の遅れが露呈しました。 それが１０

万円の特別定額給付金の支給やワクチン接種での混乱などを生じ

させたのです。

　そうした状況の中で、 省庁や自治体ごとに異なる情報システム

の連携など、 横断的で効率的な行政を目指すデジタル庁が創設さ

れたことは一定の評価に値するでしょう。 しかし、 問題はそう簡

単ではありません。

　地方を含む政府はこれまでもデジタル化による行政の効率化を

目的としたＩＴ政策の看板を掲げてきましたが、 期待する効果は

あがらずに終わっています。 パーキンソンの法則によれば、 官僚

組織は常に増殖、 肥大化するといいます。 本提言はデジタル庁が

屋上屋を重ねるなど大きな政府につながらないよう、 国民には行

革の視点でのチェックを促した次第です。

　コロナ禍が証明したマイナンバーカードの必要性

　コロナ禍ではまた、 マイナンバーカードがいかに必要かも証明

されました （資料Ⅷ参照）。 これが完全普及していれば、 １０万

円給付金やワクチン接種などの混乱も最小限に抑えられたはずで

す。 また、 健康保険証としての機能が本格稼働していれば、 オン

ライン診療や電子カルテ化も急速に進んでいたでしょう。

　こうした利用の多様化で注目したいのは、 デジタル化推進の関

連法によりマイナンバーと一部銀行口座のヒモ付けが可能になっ

たことです。 これはあくまで任意であり、 主な目的も給付金支給

業務の迅速化となっていますが、 こうした流れが拡大していけば
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税制上も大きな意味を持ちます。

　たとえば、 先進国の多くが実施している世帯単位の勤労所得や

金融所得などの把握が瞬時に可能となり、 社会保障や税の応能負

担による公平性実現に向けた新たな制度設計に役立つでしょう。

もちろん、 それには個人情報の漏洩防止などプライバシー保護が

不可欠になりますから、 広範な国民的議論が必要であることは言

うまでもありません。

Ⅱ． 経済活性化と中小企業対策

　来年度には 「ポストコロナ経済」 へ移行の見込み

　我が国経済は新型コロナウイルスの感染拡大により壊滅的な打

撃を受けた業界とそれがプラスに働いた業界に二極化する状況と

なりましたが、 企業収益全体では昨年度を底に回復傾向にありま

す。 これを一部では 「Ｋ字型回復」 と呼んでいますが、 ともあれ

来年度にはコロナ禍が収束に向かい 「ポストコロナ経済」 へ移行

していくとみられています。

　政府はその戦略の柱として 「骨太の方針２０２１」 で先進各国

の後塵を拝しているデジタル化や脱炭素化を掲げています。 本提

言はその方向に理解を示しつつ、 もっと具体的な工程を早急に示

すよう求めました。

　疑問符が付いた新エネルギー基本計画

　脱炭素化では２０５０年までに温室効果ガスを実質的にゼロに

する 「カーボンニュートラルの実現」 を目指し、 その中間に位置

する２０３０年に 「４６％削減 （２０１３年度比） する」 との目

標を国際公約として打ち出しました。 しかし、 先の再生可能エネ

ルギーを重視した新たなエネルギー基本計画や地球温暖化対策計

画をみても、 目標達成に疑問符が付けられています。

　確かに再生可能エネルギーは需要と供給両面から大幅な拡大が

期待されます。 温室効果ガス削減だけでなく、 電気自動車や蓄電

技術、 水素利用技術、 太陽光をはじめとした発電技術などの開発

を通じて成長が促されるからです。 しかし、 原子力や石炭火力な
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どとのバランス面で無理があるとの指摘を忘れてはならないでし

ょう。

　中途半端に終わったアベノミクス

　また、 本提言には盛り込みませんでしたが、 新型コロナの急拡

大と安倍政権の突然の終焉という混乱により、 十分な総括がされ

なかったアベノミクスについても少し言及しておきましょう。

　２０１３年に始まったこの経済政策は大胆な金融緩和、 機動的

な財政政策、 民間投資を促す成長戦略という、 いわゆる “３本の

矢” で構成されていました。 ２％の物価目標を目指した日銀の異

次元緩和効果があるうちに成長戦略を軌道に乗せ、 力強い自律的

好循環に移行するというものです。

　このシナリオはコロナ禍で検証困難になってしまいましたが、

ではコロナ前はどんな状況だったかみてみましょう。 大規模な異

次元緩和は円安株高という一定の成果をあげましたが、 ２％の物

価目標は達成できず見通しさえ立っていません。 それどころか国

債市場や株式市場では日銀のプレゼンスが過大になり市場機能の

歪みが指摘されています。

　肝心の成長戦略はどうかというと、“一丁目一番地” に位置付

けられた規制改革が岩盤規制といわれた農業や医療分野で中途半

端に終わり、 成長シナリオは完全に崩れたのです。 ポストコロナ

経済ではこうした失敗を踏まえ、 改めて規制改革を柱に据えデジ

タル化や脱炭素化に取り組まねばなりません。

　法人税の国際的最低税率設定で引き下げ競争に歯止めか

　アベノミクスでは法人実効税率の引き下げが最大の成果といわ

れましたが、 その潮流が変化してきたことも指摘しました。 主要

国が国際的な法人税の最低税率設定で合意したのです。 我が国を

はじめ主要国の法人税率は暫定合意の 「１５％以上」 を上回って

いるため直接的な影響はないとみられていますが、 長年にわたり

続いてきた税率引き下げ競争 （資料Ⅸ参照） に歯止めがかかると

いう意味では極めて画期的といえます。

　最低税率設定を主導したのは米国です。 トランプ政権は連邦法
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人税を２８％から２１％へ引き下げましたが、 バイデン政権はこ

れを戻そうとしています。 直接の動機はコロナ対策財源の確保で

すが、 税率引き下げ競争に歯止めをかけることで税率引き上げの

環境づくりを意図したとみられています。 因みにコロナ対策財源

確保策では所得税やキャピタルゲイン課税の一部増税も予定して

います。

　法人税パラドックス論も説得力失う

　もっとも、 他の主要国も法人税率引き下げ競争については批判

的な傾向を強めていました。 英国は早くからアイルランドの低税

率を非難してきましたし、 欧州連合 （ＥＵ） も引き下げ競争に懸

念を示していました。 さらに経済協力開発機構 （ＯＥＣＤ） の場

ではタックスヘイブンに対する課税強化も議論されてきました。

こうした環境が最低税率設定の合意を可能にしたとみられていま

す。

　もう一つの背景として、 税率引き下げが投資を促して逆に税収

が増えるという 「法人税パラドックス （逆説） 論」 が説得力を失

ってきたことも指摘されています。 世界銀行の研究グループが昨

年公表したリポートは、 我が国を含めた１２カ国で法人税の減税

と税収の関係を調査した結果、「税率引き下げによって企業は貯

蓄を増加させる傾向にあった」 と述べています。 つまり、 税収よ

り内部留保に回ったというわけです。

　 「経済安全保障」 が意味するパラダイム変化

　 本 提 言 は 「骨 太 の 方 針 ２ ０ ２ １」 が 打 ち 出 し た 「経 済 安 全 保

障」 についても言及しました。 これは米国主導でＧ７を中心に合

意した 「共通の価値観」 に基づくもので、 新たなパラダイム変化

といってよいでしょう。 いうまでもなく、 香港などでの自由に対

する締め付けや、 国際ルールを無視した一方的な海洋進出と通商

政策など、 軍事、 経済両面での強権的な拡張主義が目立つ中国を

念頭に置いたものです。

　具体的には先端技術の流出防止策や半導体、 レアアースなど戦

略物資の供給網強靭化を掲げています。 中小を含め我が国企業は
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あまりに中国と密接な関係を持つにいたりましたが、 それは明ら

かなリスクでもあります。 国益を考えればこうした措置は当然で

あり、 経済界には単なるビジネスだけではすまない時代に入った

との自覚が求められそうです。

　中小企業の死活問題という認識を欠いた国と自治体

　さて、 コロナ禍と中小企業の関係については、 すでに一部言及

しましたが、 改めて考えてみましょう。 何といってもこのコロナ

禍は２年近くと長期にわたっているため、 資金力の弱い中小企業

の状況は限界に達したという事実を忘れてはなりません。

　これに対して行政はどう認識し対応してきたでしょうか。 確か

に持続化給付金や各種協力金など様々な対策がとられました。 し

かし、 問題はその申請手続きの複雑さに加え、 支給が決定的に遅

れたことです。 飲食業をはじめコロナ禍の直撃を受けた中小企業

にとって死活問題であるという認識が、 国も自治体も不足してい

たからではないでしょうか。 行政にとってコロナ対応が初めてだ

ったとはいえ、 その杜撰さと怠慢は目に余るものでした。

　中小企業は我が国企業の大半を占め、 地域経済の活性化と雇用

の確保などに大きく貢献しています。 いわば経済社会の土台と言

っても過言ではなく、 それが立ち行かなくなれば、 我が国経済社

会にとって取り返しのつかない事態となります。 コロナの影響は

来年度も残るとみられており、 政府、 自治体にはこうしたことを

改めて肝に銘じ、 覚悟を持って対応するよう求めました。

　欧州並みの事業承継税制創設の必要性を強調

　中小企業対策ではコロナ以前からも様々な課題があり、 本提言

も引き続きそれを指摘しています。 たとえば、 中小企業に適用さ

れる軽減税率１５％の本則化や技術革新に資する税制措置の拡充

などです。

　とりわけ法人会が重視してきた事業承継税制 （資料Ⅹ参照） の

拡充では、 事業用資産を一般資産と切り離した欧州並みの制度創

設の必要性を強調しました。 さらに、 取引相場のない株式につい

ては、 その評価のあり方を見直すよう求めています。
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　消費税への対応では、 軽減税率制度について事業者の事務負担

の大きさや税収確保などの面で問題が多いと指摘、 改めて単一税

率が望ましいとの姿勢を示しました。 ただ、 令和５年からの 「適

格請求書等保存方式」 導入に向け、 本年１０月から 「適格請求書

発行事業者」 の登録申請が始まったため、 当面は現行 「区分記載

請求書等保存方式」 の維持など弾力的対応を求めました。

Ⅲ． 地方のあり方

　改めて地方分権化と広域行政の必要性が浮き彫りに

　前年の提言では今般のコロナ禍で地方分権化と広域行政の必要

性を指摘しましたが、 本提言も改めてこの点を強調しました。 国

と地方の役割分担の曖昧さや自治体を含む行政組織間の情報共有

不足、 さらには大病院から診療所までの役割分担の欠如が浮き彫

りになったからです。

　その結果が前述したような給付金やワクチン接種での混乱、 そ

して医療逼迫を生じさせる原因となったのです。 将来予想される

未知の感染症に備えるだけでなく、 行政サービスや医療提供体制

が有機的に働くよう不断の改革を進めねばなりません。

　自らの特色と強みいかした戦略が地方活性化の王道

　コロナ禍はまた、 東京一極集中リスクをも浮き彫りにし、 テレ

ワークという新しい労働形態による地方への転出を促しました。

これがポストコロナ経済でどこまで定着するかわかりませんが、

地方活性化の原動力になるとみるのは早計でしょう。

　地方自身がそれぞれの特色と強みをいかした活性化戦略を構築

し、 民間の知恵と工夫により新たな地場技術やビジネス手法を開

発する。 これこそが地方活性化の王道であり、 地道な努力が必要

なのです。

　こうした観点から 「ふるさと納税制度」 をみると、 あまりに安

易としか言いようがありません。 さすがに過度な返礼品には制限

が加えられましたが、 住民税はあくまで居住自治体の会費であり

他の自治体に納税することが地方税の原則にそぐわないという問
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題は残ります。 従って納税先を納税者の出身自治体に限定するな

ど、 さらなる見直しの必要性を改めて指摘しました。

　地方もコロナ対策財源の捻出に努力するのが筋

　今回のコロナ禍では地方のコロナ対策財源はすべて国が面倒を

みるべきという論調が目立ちました。 確かに地方は突発的な事態

に備えて積み立てた財政調整基金を取り崩し、 潤沢だった東京都

を含めて大半の自治体で底を突いたようです。 しかし、 だからと

いって国が際限なく国債を発行し、 無条件で地方を支えればいい

という理屈にはならないでしょう。

　国と地方の財政状況 （資料Ⅺ参照） をみると、 国の長期債務残

高は前述したように毎年積み上る一方で、 今回のコロナ禍対応で

は約１００兆円も膨らみ１， ０００兆円を上回りました。 これは

ＧＤＰ比で約１． ８倍です。 ＰＢも大幅な赤字になっていること

は指摘した通りです。

　これに対し、 地方の長期債務残高はずっと２００兆円弱で、

ＰＢもコロナ禍対応で若干の赤字となった昨年度と今年度を除き

１０年以上にわたり黒字を続けています。 これはコロナ禍対応だ

けでなく恒常的に国が借金で地方を支えてきたことを表していま

す。

　こうした財政状況を考えれば、 地方は国にただ頼るだけでな

く、 自ら財源の捻出努力をせねばなりません。 例えば国に償還な

どの尻ぬぐいをさせない自己責任による地方債発行とか、 財政調

整基金以外の基金の活用などです。 そして最も地方自治にふさわ

しいのは課税自主権の発揮ではないでしょうか。 もちろん、 その

際にはこれまでのような企業を標的にしたものではなく、 公平性

が前提条件となります。

　高すぎる地方公務員給与や議員報酬も財源捻出対象に

　財源捻出と言えば、 高すぎる地方公務員給与の是正にも手を付

けねばなりません。 国家公務員を１００として比較したラスパイ

レス指数 （資料Ⅻ参照） をみると、 東日本大震災時の特殊要因を

除いてこの十年以上にわたり１００弱の水準に張り付いたままで
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す。 つまり、 国家公務員給与とほぼ同じ水準に高止まりしている

わけです。

　これを地域の民間企業と比べると、 ２、 ３割高いといわれてい

ます。 とりわけ、 ラスパイレス指数の対象外のため表面化しにく

い清掃や給食職員などの技能労務職は民間の同職種に比べて１．

５倍以上というところも少なくありません。 地方公務員ならその

地域の民間企業の給与水準に合わせる 「民間準拠」 とするのが当

然でしょう。

　欧米に比べ１０倍前後に上るといわれる地方議員報酬も財源捻

出の対象にすべきです。 欧米の地方議員は大都市を除き名誉職の

ボランティアのため、 報酬は交通費などの実費精算が基本です。

これに対し、 我が国では人口５万以下の市議会議員でも月額４０

万円以上の報酬を得ています。 選挙管理委員会など開催数が極め

て少ない行政委員の報酬も日当制にするなど抜本的な改革が必要

でしょう。

Ⅳ． 震災復興等

　復興予算の効率的な執行と事業の効果検証を

　政府は東日本大震災について令和３年度から５年間を 「第２期

復興・創生期間」 と位置づけ事業遂行にあたっていますが、 予算

執行の遅れや事業の妥当性などの問題が発生しています。 このた

め、 本提言は原発事故への対応を含めてこれまでの効果の検証と

効率的な予算執行を求めました。

　また近年、 地震に限らず大規模な自然災害が相次いで発生して

いることを踏まえ、 災害による損失を雑損控除と切り離した新た

な控除制度創設の検討を促しています。 　

Ⅴ． その他

　環境問題への税制対応の議論が喫緊の課題に

　 「カーボンニュートラル」 など環境問題に対する税制上の対応

については、 前述したようにまだ議論が煮詰まっていないことか
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ら既存のエネルギー関係税制などとの調整や欧米などの動向を見

極めることにとどめ、 具体的な提言は見送っています。 ただ、 Ｅ

Ｕなどでは輸入関税型の炭素税導入が具体化しつつあるほか、 我

が国でも経団連が新たな環境税の議論を容認するなどの進展がみ

られるため、 法人会としても早急な議論が必要になったといえる

でしょう。

　また、 納税環境の整備では前年と同様、 国税と課税の基準を同

じくする地方税の申告手続きについて一層の合理化を求めまし

た。 租税教育についても前年の提言を踏襲し、 学校だけでなく社

会全体で取り組む必要性を強調しました。
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